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○綱紀調査委員会規則 

 
（使 命） 

第１条 山形県司法書士会（以下「本会」という。）綱紀調査委員会（以下「委員会」とい

う。）は、本会会員（以下「会員」という。）の綱紀、品位に関する調査を行うことによ

り会員の綱紀を保持し、もって司法書士制度に対する国民の信頼にこたえることを使命

とする。 
 

（職 務） 

第２条 委員会は、会員の綱紀保持に関して次の各号に掲げる職務を行う。 
(1) 会長から付託を受けた事項の調査 

(2) 会長に対する建議 

(3) 委員会の職務に関連する制度・規則・先例等の情報の収集・研究 
(4) 本会会則（以下「会則」という。）第４９条第４項の規定に基づく意見の申述 

 

（調査の開始） 

第３条 委員会は、会長から書面による付託を受けたときに、調査を開始する。 

 

（構 成） 

第４条 委員会は、綱紀調査委員（以下「委員」という。）の互選により、委員長１人及び

副委員長１人又は数人を選任する。 
２ 委員長は、委員会を主宰する。 
３ 副委員長は、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじ

め定めたところにより、その職務を代理する。 
４ 委員会は、情報の収集・研究を行うため、委員の中から研究部員を任命することがで

きる。 
 

（招 集） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員会を招集するには、会日より１週間前に委員に対してその通知を発しなければな

らない。ただし緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。 
３ 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければなら

ない。 
４ 委員会は、委員全員の同意があったときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 
 

（欠席の届出） 
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第６条 委員は、やむを得ない事由により委員会に出席できないときは、あらかじめその

旨を委員長に届け出なければならない。 
 

（議決の方法） 

第７条 委員会の議決は、委員の過半数をもって行う。 
 

（非公開） 

第８条 委員会の議事は、公開しない。 
 

（議事録） 

第９条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
２ 前項の議事録には、議事の経過の要領及び結果を記載し、委員長及び出席した委員の

うち１人が署名押印しなければならない。 
 

（調査員の選任） 

第１０条 委員会は、調査を担当する委員（以下「調査員」という。）を事案ごとに２人以

上選任しなければならない。 
 

（調査の通知及び範囲） 

第１１条 委員会は、調査の対象となった会員（以下「被調査会員」という。）に対し、調

査を付託された事項について調査する旨を書面をもって通知するものとする。 
２ 被調査会員が司法書士法人に属する司法書士会員である場合には、当該法人会員に対

し、被調査会員を調査する旨を、書面をもって通知するものとする。 
 

（調査の方法） 

第１２条 調査員は、被調査会員に対し、事件簿、領収証の副本（電磁的記録で作成され

ている場合は当該電磁的記録）その他の関係諸帳簿、関係書類及び物件（以下「物件等」

という。）を提示又は提出させて調査することができる。 
２ 調査員は、次の者に対し、事情を聴取し、物件等の提示又は提出を求めることができ

る。 
(1) 被調査会員の補助者 
(2) 被調査会員と事務所を共にする会員及びその補助者 

(3) 被調査会員が法人又は法人に属する司法書士会員の場合は、その法人に属する他の

司法書士会員及びその補助者 
３ 調査員は、必要と認めたときは、被調査会員及び前項に定める者以外の者から事情を

聴取し、書類及び物件の提供を求めることができる。ただし、あらかじめ又は事後に委
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員会の承認を得ることを要する。 
４ 調査員は、前３項のほか、適正な方法により資料及び情報を集取することができる。 
５ 調査員は、調査又は事情聴取を行うに際して、録音機及び写真機その他の記録装置を

使用することができる。 
 

（除斥期間の経過による調査の終了） 

第１２条の２ 調査員は、調査中に付託された事項が司法書士法（以下「法」という。）

第５０条の２の規定により処分の手続を開始することができない行為に係るものと判断

したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。 
２ 委員長は、前項の報告に基づき、委員会が調査の終了を相当と判断したときは、法第

５０条の２の規定により調査を終了する旨の報告書を作成し、委員会の議決を求めなけ

ればならない。この場合において、第１３条から第１６条までの規定は適用しない。 
３ 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、議決に加わった委員全員が署名押印す

るものとする。ただし、やむを得ない事由により署名押印することができない委員につ

いてはその旨を付記し、欠席した委員があればその氏名を付記するものとする。 
(1) 第１４条第２項第１号から第３号まで及び第８号から第１０号までの事項 

(2) 法第５０条の２に該当すると判断した行為及びその理由（資料） 

(3) 前号に関する反対意見又は少数意見 

 

（調査員の報告） 

第１３条 調査員は、調査終了後速やかに、その調査の内容を書面（以下「調査員報告書」

という。）をもって委員会に報告しなければならない。 
２ 調査員報告書には、調査対象者、付託事項、調査年月日、時刻、場所、調査の要旨そ

の他参考となる事項を記載したうえで、調査員が署名押印し、集取した資料を添付しな

ければならない。 
 

（調査内容通知書） 

第１４条 委員長は、調査員報告書による報告があったときは、委員会で内容を審議し、

報告の内容及び委員会の意見を記載した書面（以下「調査内容通知書」という。）を作成

しなければならない。 
２ 調査内容通知書には次に掲げる事項を記載し、委員長が署名押印するものとする。 

(1) 被調査会員が司法書士会員の場合は、氏名及び司法書士名簿に職務上の氏名の記載

を受けた者であるときはその職務上の氏名、登録番号、事務所の所在地及び司法書士

名簿に事務所の名称の記載を受けたときはその事務所の名称並びに簡裁訴訟代理等

関係業務を行うことができる者については認定番号 

(2) 被調査会員が法人会員の場合は、名称、法人番号、事務所の所在地及び会則第５条
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第３項第２号の法人会員であるときは主たる事務所の所在地 

(3) 付託事項 

(4) 調査した事実 

(5) 法若しくは司法書士法施行規則（以下「施行規則」という。）又は日本司法書士会

連合会会則（以下「連合会会則」という。）若しくは会則に違反する事実又は違反す

るおそれのある事実の存否に関する意見並びに判断の理由及び根拠（資料） 

(6) 法若しくは施行規則又は連合会会則若しくは会則に違反する事実又は違反するお

それのある事実に対する適用条項 

(7) 法第５０条の２の規定の適用の有無に関する意見 

(8) 除斥、忌避及び回避に関する事項 

(9) その他参考事項 

(10) 収集資料の目録 
３ 委員会は、被調査会員が正当な事由なく調査を拒否した場合あるいは調査を妨害した

場合は、前項第５号の事実があったものと推定することができる。 
 

（被調査会員の弁明） 

第１５条 委員長は、被調査会員に対し、前条の調査内容通知書を送付し、期日を定めて

弁明の機会を与える旨を通知するものとする。 
２ 前項の弁明の機会に関する通知が、被調査会員が受領を拒否したとき又は本会に届け

出た事務所に到達しないとき等、被調査会員の責により到達しないときは、弁明の機会

を与えたものとみなす。 
３ 委員会は、被調査会員から調査内容通知書に記載された収集資料の閲覧又は謄写を求

められた場合、これに応じなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれの

ある部分については、この限りではない。 
４ 被調査会員の弁明は、原則として書面によるものとする。 
５ 被調査会員は、委員会に対し、弁明の機会の期日前であっても、弁明書、抗弁書及び

その資料となる書類、物件などを提出することができる。 
 

（議 決） 

第１６条 委員長は、委員会が調査員報告書、調査内容通知書、弁明書、抗弁書及びこれ

らに付属する資料の内容について審議し、調査の終結を相当と判断したときは、次条の

調査結果報告書について議決を求めなければならない。 
 

（調査結果報告書） 

第１７条 調査結果報告書には、次に掲げる事項を記載し、議決に加わった委員全員が署

名押印するものとする。 
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(1) 第１４条第２項第１号から第９号までの事項 

(2) 被調査会員の弁明の要旨 

(3) 違反事実又は違反するおそれのある事実の存否並びに判断の理由及び根拠（資料） 

(4) 違反事実又は違反するおそれのある事実に対する適用条項 
(5) 前２号に関する反対意見又は少数意見 

(6) 添付資料及び収集資料の目録 

(7) その他の参考事項 
２ 調査結果報告書には、前条の審議の対象となった資料を添付するものとする。 
３ 第１２条の２第３項ただし書の規定は、調査結果報告書について準用する。 
 

（報 告） 

第１８条 会則第４９条第３項の報告は、第１２条の２第２項の報告書又は前条の調査結

果報告書をもって行う。 
 

（調査付託の要請） 

第１９条 委員は、調査中に付託された事項以外の事実について会員の綱紀に関する調査

が必要であると思料した場合は、委員会に対し、事由の説明を添えて、その調査をする

ことが相当である旨の議決を求めることができる。 
 

（他会への協力依頼） 

第２０条 委員会は、必要があるときは、会長に対し、他の司法書士会へ調査に対する協

力を要請するよう求めることができる。 
 

（記録の保存） 

第２１条  議事録、第１２条の２第２項の報告書、調査結果報告書その他委員会の記録

は、本会の文書保存の例により保存する。 
 

（費用の支弁） 

第２２条 本会は、委員会が調査のため参考人の出頭を求めたときには、出頭した参考人

に旅費及び宿泊費等の実費を支弁することができる。又、証拠等を提出した第三者がそ

の提出に費用を要したときは、その実費を支弁することができる。 
 

（規程への委任） 

第２３条 この委員会の運営について必要な事項は、委員会に諮り、理事会が定める。 
 

（規則の改廃） 
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第２４条 この規則の改廃は、総会の決議による。 

 

 

（施行期日） 

１ この規則は、改正司法書士会会則の認可の日（平成２４年１月２３日）から施行する。

ただし、この規則施行の際に、既に調査が開始されている事案については、なお従前の例

による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則の改正は、平成２９年５月２０日（総会承認の日）から効力を生ずる。 

 

附 則（令和２年５月２２日総会承認） 

（施行期日） 

１ この規則の改正は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律（令和元年

法律第２９号）等に伴い変更した山形県司法書士会会則の施行の日（令和２年８月１日）

から効力を生ずる。 


